
 

 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
 

１．連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社           268 社  

 

主要な会社名 株式会社三井住友銀行 

株式会社みなと銀行 

株式会社関西アーバン銀行 

Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited 

Manufacturers Bank 

三井住友ファイナンス＆リース株式会社 

三井住友カード株式会社 

株式会社クオーク 

ＳＭＢＣファイナンスサービス株式会社 

ＳＭＢＣフレンド証券株式会社 

株式会社日本総合研究所 

SMBC Capital Markets, Inc. 

 

なお、株式会社クオーク他 32 社は議決権の所有割合の増加等により、エムジーリース株式会社他 75 社は三井住友

銀リース株式会社と住商リース株式会社の合併により、当連結会計年度から連結子会社としております。 

ＳＭＦＧ企業再生債権回収株式会社他５社は清算等により子会社でなくなったため、当連結会計年度より連結子会

社から除外しております。 

また、エスエムエルシー・アントリア株式会社他 15 社は匿名組合方式による賃貸事業を行う営業者となったため、

当連結会計年度より連結子会社から除外し、持分法非適用の非連結子会社としております。 

 

(2) 非連結子会社  

 

主要な会社名 SBCS Co.,Ltd. 

  

子会社エスエムエルシー・マホガニー有限会社他 237 社は、匿名組合方式による賃貸事業を行う営業者であり、そ

の資産及び損益は実質的に当該子会社に帰属しないものであるため、連結財務諸表規則第５条第１項ただし書第２号

により、連結の範囲から除外しております。 

また、その他の非連結子会社の総資産、経常収益、当期純損益(持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う

額）等のそれぞれの合計額は、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨

げない程度に重要性が乏しいものであります。 

 

 

財務諸表等規則第８条第７項の規定により出資者等の子会社に該当しないものと推定された特別目的会社 14 社の

概要等は、「（開示対象特別目的会社関係）」の注記に掲げております。 

なお、「一定の特別目的会社に係る開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第 15 号 平成 19 年３月 29

日）が平成 19 年４月１日以後開始する連結会計年度から適用されることになったことに伴い、当連結会計年度から

同適用指針を適用しております。 

 

２．持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法適用の非連結子会社     ３社 

 

主要な会社名 SBCS Co.,Ltd. 

     

(2) 持分法適用の関連会社       71 社 

 

主要な会社名 住友三井オートサービス株式会社 

プロミス株式会社 

株式会社セントラルファイナンス 

株式会社オーエムシーカード 

大和証券エスエムビーシー株式会社 

エヌ・アイ・エフＳＭＢＣベンチャーズ株式会社 

大和住銀投信投資顧問株式会社 

三井住友アセットマネジメント株式会社 
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株式会社セントラルファイナンス他 24 社は株式取得等により、当連結会計年度より持分法適用の関連会社として

おります。 

また、株式会社クオーク他２社は連結子会社となったため、ＮＩＦキャピタルマネジメント株式会社他９社は合併

等により、当連結会計年度より持分法適用の関連会社から除外しております。 

 

(3) 持分法非適用の非連結子会社 

子会社エスエムエルシー・マホガニー有限会社他237社は、匿名組合方式による賃貸事業を行う営業者であり、そ

の資産及び損益は実質的に当該子会社に帰属しないものであるため、連結財務諸表規則第10条第１項ただし書第２号

により、持分法非適用としております。 

 

(4) 持分法非適用の関連会社 

主要な会社名 Daiwa SB Investments(USA)Ltd. 

 

持分法非適用の関連会社の当期純損益(持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等のそれぞれの合計

額は、持分法適用の対象から除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要

性が乏しいものであります。 

 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

(1) 連結子会社の決算日は次のとおりであります。 

 

６月末日 

７月末日 

９月末日 

10 月末日 

11 月末日 

12 月末日 

１月末日 

２月末日 

３月末日 

６社 

２社 

７社 

 ２社 

２社 

122 社 

 ７社 

６社 

114 社 

 

(2) ７月末日、９月末日、11月末日及び１月末日を決算日とする連結子会社は３月末日現在、６月末日を決算日とする

連結子会社は12月末日及び３月末日現在、10月末日を決算日とする連結子会社については１月末日及び３月末日現在

で実施した仮決算に基づく財務諸表により、また、その他の連結子会社についてはそれぞれの決算日の財務諸表によ

り連結しております。 

連結決算日と上記の決算日等との間に生じた重要な取引については、必要な調整を行っております。 

 

４．会計処理基準に関する事項 

(1) 特定取引資産・負債の評価基準及び収益・費用の計上基準 

金利、通貨の価格、有価証券市場における相場その他の指標に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益

を得る等の目的（以下、「特定取引目的」という。）の取引については、取引の約定時点を基準とし、連結貸借対照

表上「特定取引資産」及び「特定取引負債」に計上するとともに、当該取引からの損益を連結損益計算書上「特定取

引収益」及び「特定取引費用」に計上しております。 

特定取引資産及び特定取引負債の評価は、有価証券及び金銭債権等については連結決算日等の時価により、スワッ

プ・先物・オプション取引等の派生商品については連結決算日等において決済したものとみなした額により行ってお

ります。 

また、特定取引収益及び特定取引費用の損益計上は、当連結会計年度中の受払利息等に、有価証券、金銭債権等に

ついては前連結会計年度末と当連結会計年度末における評価損益の増減額を、派生商品については前連結会計年度末

と当連結会計年度末におけるみなし決済からの損益相当額の増減額を加えております。 

 

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法 

① 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、持分法非適用の非

連結子会社株式及び持分法非適用の関連会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券で時価のあ

るもののうち株式については当連結会計年度末前１カ月の市場価格の平均等、それ以外については当連結会計年度

末日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）、時価のないものについては移動

平均法による原価法又は償却原価法により行っております。 

なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 

② 金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、上記(1)及び(2)①と同じ方法により行っており

ます。 
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(3) デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

デリバティブ取引（特定取引目的の取引を除く。）の評価は、時価法により行っております。 

なお、一部の在外連結子会社においては、現地の会計基準に従って処理しております。 

 

(4) 減価償却の方法 

①有形固定資産及びリース資産  

当社及び連結子会社である三井住友銀行の有形固定資産の減価償却は、定額法（ただし、動産については定率

法）を採用しております。また、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建 物 ７年～50年 

動 産 ２年～20年 

その他の連結子会社の有形固定資産については、資産の見積耐用年数に基づき、主として定額法により、リース

資産については、主にリース期間を耐用年数としリース期間満了時のリース資産の処分見積価額を残存価額とする

定額法により償却しております。 

なお、平成19年度税制改正に伴い、平成19年４月１日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税

法に基づく償却方法により減価償却費を計上しております。これによる連結貸借対照表等に与える影響は軽微であ

ります。 

また、当連結会計年度より、平成19年３月31日以前に取得した有形固定資産については、償却可能限度額に達し

た連結会計年度の翌連結会計年度以後、残存簿価を５年間で均等償却しております。これによる連結貸借対照表等

に与える影響は軽微であります。 

②無形固定資産 

無形固定資産の減価償却は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当社

及び国内連結子会社における利用可能期間(主として５年)に基づいて償却しております。 

 

(5) 貸倒引当金の計上基準 

主要な連結子会社の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 

破産、特別清算等、法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下、｢破綻先｣という。）に係る債権及びそれ

と同等の状況にある債務者（以下、｢実質破綻先｣という。）に係る債権については、下記直接減額後の帳簿価額から、

担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破

綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（以下、｢破綻懸念先｣という。）に係る

債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債

務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。 

なお、連結子会社である三井住友銀行においては、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フロー

を合理的に見積もることができる破綻懸念先に係る債権及び債権の全部又は一部が３カ月以上延滞債権又は貸出条件

緩和債権に分類された今後の管理に注意を要する債務者に対する債権のうち与信額一定額以上の大口債務者に係る債

権等については、キャッシュ・フロー見積法（ＤＣＦ法）を適用し、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャ

ッシュ・フローを合理的に見積もり、当該キャッシュ・フローを当初の約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額

との差額を計上しております。 

上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績等から算出した貸倒実績率等に基づき計上しており

ます。特定海外債権については、対象国の政治経済情勢等を勘案して必要と認められる金額を特定海外債権引当勘定

として計上しております。 

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業部店と所管審査部が資産査定を実施し、当該部署から独立し

た資産監査部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っております。 

その他の連結会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸

念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しております。 

なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回

収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は 518,594

百万円であります。 

 

(6) 賞与引当金の計上基準 

賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当連結会計年度

に帰属する額を計上しております。 

 

(7) 役員賞与引当金の計上基準 

役員賞与引当金は、役員（執行役員を含む、以下同じ。）への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支

給見込額のうち、当連結会計年度に帰属する額を計上しております。 

 

(8) 退職給付引当金の計上基準 

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込

額に基づき、当連結会計年度末において発生していると認められる額を計上しております。また、過去勤務債務及び

数理計算上の差異の損益処理方法は以下のとおりであります。 
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過去勤務債務   その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（主として９年）による定額法に 

より損益処理 

数理計算上の差異 各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（主として９年）によ

る定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理 

 

(9) 役員退職慰労引当金の計上基準 

役員退職慰労引当金は、役員に対する退職慰労金の支払いに備えるため、内規に基づく当連結会計年度末の要支給

額を計上しております。 

 

(10) 預金払戻引当金の計上基準 

預金払戻引当金は、一定の条件を満たし負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、

過去の払戻実績に基づく将来の払戻損失見込額を計上しております。負債計上を中止した預金の預金者への払戻につ

いては、従来は払戻時に損失処理しておりましたが、「租税特別措置法上の準備金及び特別法上の引当金又は準備金

並びに役員退職慰労引当金等に関する監査上の取扱い」（日本公認会計士協会 監査・保証実務委員会報告第42号）

が平成19年４月13日付けで公表されたことを踏まえ、当連結会計年度より過去の払戻実績に基づく将来の払戻損失見

込額を引当てる方法に変更しております。 

この結果、従来の方法によった場合に比べ経常利益及び税金等調整前当期純利益は10,417百万円それぞれ減少して

おります。 

 

(11) 特別法上の引当金の計上基準 

特別法上の引当金は、金融商品取引責任準備金1,118百万円であり、有価証券の売買その他の取引又はデリバティ

ブ取引等に関して生じた事故による損失の補てんに充てるため、金融商品取引法第46条の５及び第48条の３の規定に

基づき計上しております。 

なお、従来、金融先物取引法第81条及び証券取引法第51条の規定に基づき、金融先物取引責任準備金及び証券取引

責任準備金を計上しておりましたが、平成19年９月30日に金融商品取引法が施行されたことに伴い、当連結会計年度

から金融商品取引責任準備金として計上しております。 

 

(12) 外貨建資産・負債の換算基準 

当社及び連結子会社である三井住友銀行の外貨建資産・負債及び海外支店勘定については、取得時の為替相場によ

る円換算額を付す子会社株式及び関連会社株式を除き、主として連結決算日の為替相場による円換算額を付しており

ます。 

また､その他の連結子会社の外貨建資産・負債については、それぞれの決算日等の為替相場により換算しておりま

す。 

 

(13) リース取引の処理方法 

当社及び国内連結子会社のリース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取

引については、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。 

 

(14) リース取引等に関する収益及び費用の計上基準 

①リース取引のリース料収入の計上方法 

主に、リース期間に基づくリース契約上の収受すべき月当たりのリース料を基準として、その経過期間に対応す

るリース料を計上しております。 

②割賦販売取引の売上高及び売上原価の計上方法 

主に、割賦契約による支払期日を基準として当該経過期間に対応する割賦売上高及び割賦原価を計上しておりま

す。 

 

(15) 重要なヘッジ会計の方法 

①金利リスク・ヘッジ 

連結子会社である三井住友銀行は、金融資産・負債から生じる金利リスクのヘッジ取引に対するヘッジ会計の方

法として、繰延ヘッジを適用しております。 

小口多数の金銭債権債務に対する包括ヘッジについては、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計

上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号。以下、「業種別監査委員会報告第24

号」という。）に規定する繰延ヘッジを適用しております。 

相場変動を相殺する包括ヘッジの場合には、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ

取引等を残存期間ごとにグルーピングのうえ有効性の評価をしております。また、キャッシュ・フローを固定する

包括ヘッジの場合には、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係の検証により有効性の評価をしており

ます。 

個別ヘッジについても、当該個別ヘッジに係る有効性の評価をしております。 

また、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協
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会業種別監査委員会報告第15号）を適用して実施しておりました多数の貸出金・預金等から生じる金利リスクをデ

リバティブ取引を用いて総体で管理する従来の「マクロヘッジ」に基づく繰延ヘッジ損益のうち、業種別監査委員

会報告第24号の適用に伴いヘッジ会計を中止又は時価ヘッジに移行したヘッジ手段に係る金額については、個々の

ヘッジ手段の金利計算期間に応じ、平成15年度から最長12年間にわたって資金調達費用又は資金運用収益として期

間配分しております。なお、当連結会計年度末における「マクロヘッジ」に基づく繰延ヘッジ損失の総額は17,608

百万円（税効果額控除前）、繰延ヘッジ利益の総額は13,358百万円（同前）であります。 

②為替変動リスク・ヘッジ 

連結子会社である三井住友銀行は、異なる通貨での資金調達・運用を動機として行われる通貨スワップ取引及び

為替スワップ取引について、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日

本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号。以下、「業種別監査委員会報告第25号」という。）に基づく繰延

ヘッジを適用しております。 

これは、異なる通貨での資金調達・運用に伴う外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通

貨スワップ取引及び為替スワップ取引について、その外貨ポジションに見合う外貨建金銭債権債務等が存在するこ

とを確認することによりヘッジの有効性を評価するものであります。 

また、外貨建子会社株式及び関連会社株式並びに外貨建その他有価証券（債券以外）の為替変動リスクをヘッジ

するため、事前にヘッジ対象となる外貨建有価証券の銘柄を特定し、当該外貨建有価証券について外貨ベースで取

得原価以上の直先負債が存在していること等を条件に、包括ヘッジとして繰延ヘッジ又は時価ヘッジを適用してお

ります。 

③連結会社間取引等 

デリバティブ取引のうち連結会社間及び特定取引勘定とそれ以外の勘定との間（又は内部部門間）の内部取引に

ついては、ヘッジ手段として指定している金利スワップ取引及び通貨スワップ取引等に対して、業種別監査委員会

報告第24号及び同第25号に基づき、恣意性を排除し厳格なヘッジ運営が可能と認められる対外カバー取引の基準に

準拠した運営を行っているため、当該金利スワップ取引及び通貨スワップ取引等から生じる収益及び費用は消去せ

ずに損益認識又は繰延処理を行っております。 

なお、三井住友銀行以外の一部の連結子会社において、繰延ヘッジ会計又は「金利スワップの特例処理」を適用

しております。また、国内リース連結子会社において、部分的に「リース業における金融商品会計基準適用に関す

る当面の会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第19号）に定められた処理を行

っております。 

 

(16) 消費税等の会計処理 

当社及び国内連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 

 

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時価評価法を採用しております。 

 

６．のれん及び負ののれんの償却に関する事項 

ＳＭＢＣフレンド証券株式会社及び三井住友ファイナンス＆リース株式会社に係るのれんは 20 年間の均等償却、

三井住友銀リース株式会社に係るのれんは５年間の均等償却、その他については発生年度に全額償却しております。 

 

７．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、現金及び無利息預け金であります。 

 

 

 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 
 

（連結財務諸表における税効果会計に関する実務指針） 

企業集団内の会社に投資（子会社株式等）を売却した場合の税効果会計について、「連結財務諸表における税効

果会計に関する実務指針」（日本公認会計士協会会計制度委員会報告第６号 平成19年３月29日）の第30－2項を

当連結会計年度から適用しております。この結果、従来の方法によった場合に比べ、当期純利益は18,939百万円減

少しております。 

 

（金融商品に関する会計基準） 

「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号）及び「金融商品会計に関する実務指針」（日本公認会計

士協会会計制度委員会報告第14号）等における有価証券の範囲に関する規定が平成19年６月15日付け及び同７月４

日付けで一部改正され、金融商品取引法の施行日以後に終了する連結会計年度から適用されることになったことに

伴い、当連結会計年度から改正会計基準及び実務指針を適用しております。 
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